東大阪市介護予防・日常生活支援総合事業
令和８年６月介護報酬改定に伴うサービスコードの主な改正点

（１）A2 訪問型介護予防サービス（従前相当） 
ア 処遇改善加算について、加算率を引き上げる。 
イ 処遇改善加算Ⅰ、Ⅱの上乗せ分として、処遇改善加算Ⅰロ、Ⅱロの加算区分を設ける。
　※現行の処遇改善加算Ⅰ、Ⅱは処遇改善加算Ⅰイ、Ⅱイとなる。

（２）A3 訪問型生活援助サービス（緩和）
ア 処遇改善加算について、加算単位数を引き上げる。 
イ 処遇改善加算Ⅰ、Ⅱの上乗せ分として、処遇改善加算Ⅰロ、Ⅱロの加算区分を設ける。
　※現行の処遇改善加算Ⅰ、Ⅱは処遇改善加算Ⅰイ、Ⅱイとなる。

（３）A6 通所型介護予防サービス（従前相当）
ア 処遇改善加算について、加算率を引き上げる。 
イ 処遇改善加算Ⅰ、Ⅱの上乗せ分として、処遇改善加算Ⅰロ、Ⅱロの加算区分を設ける。
　※現行の処遇改善加算Ⅰ、Ⅱは処遇改善加算Ⅰイ、Ⅱイとなる。
ウ 処遇改善の加算単位数について、利用定員１９名未満の場合のサービスコードを追加

（４）A7 通所型短時間サービス（緩和）
ア 処遇改善加算について、加算単位数を引き上げる。 
イ 処遇改善加算Ⅰ、Ⅱの上乗せ分として、処遇改善加算Ⅰロ、Ⅱロの加算区分を設ける。
　※現行の処遇改善加算Ⅰ、Ⅱは処遇改善加算Ⅰイ、Ⅱイとなる。
ウ 処遇改善の加算単位数について、利用定員１９名未満の場合のサービスコードを追加

（５）AF 介護予防ケアマネジメント費 
ア 処遇改善加算を新設


★新サービスコード掲載URL
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000019336.html
